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前橋市建築基準法許可等に関する 要綱 
 

第１ 章 総則 

（ 趣旨）  
第１ 条 建築基準法（ 昭和２ ５ 年法律第２ ０ １ 号。 以下「 法」 と いう 。 ） に基づ

く 許可、 認定及び承認（ 以下「 許可等」 と いう 。 ） の基準及び手続について、
法令及び前橋市建築基準法等施行規則（ 昭和５ ９ 年前橋市規則第７ 号。以下「 規
則」 と いう 。 ） 並びに関係要綱に定めがある も ののほか、 こ の要綱の定める と
こ ろ によ る 。  
（ 市長の責務）  

第２ 条 市長は、法の適切な施行のため、申請者に対し 許可等に係る 適切な指導、
助言を 行わなければなら ない。  

 
第２ 章 手続 

（ 事前協議）  
第３ 条 市長が建築審査会の同意又は都市計画審議会の議を 経て行う 許可等を

受けよ う と する 者は、 あら かじ め、 事前協議書（ 様式第１ 号） に当該許可等に
係る 所定の申請図書の写し 及び次条に規定する 図書を 添付し て提出し 、市長と
事前協議を 行う も のと する 。  

２  前項の規定にかかわら ず、他の法令に基づく 手続等に特別な事情がある と 認
めら れる と き は、同項の規定によ る 図書の添付を 当該許可等の申請時ま でと す
る こ と ができ る 。  

３  第１ 項の事前協議を行う 者は、 事前協議に際し 、 当該計画に関連する 他の法
令に基づく 手続等の状況について、 市長に報告する も のと する 。  

４  市長は、 第１ 項の事前協議書の提出があっ たと き は、 速やかに現地調査及び
書類審査を 行い、 周辺の環境に対する 影響が予測さ れる 場合は、 関係機関に照
会し 、 その意見を 求めなければなら ない。  

５  市長は、 事前協議が終了し たと き は、 当該事前協議を 行っ た者に対し 、 事前
協議終了通知書（ 様式第２ 号） を 送付する も のと する 。  
（ 添付図書）  

第４ 条 建築基準法施行規則（ 昭和２ ５ 年建設省令第４ ０ 号。 以下「 省令」 と い
う 。 ） 第１ ０ 条の４ 第１ 項、 第４ 項及び第１ ０ 条の４ の２ 第１ 項に基づき 、 規 

則第３ 条第２ 項第８ 号で定める「 その他市長が必要と 認める も の」 は、 別表第１
のと おり と する 。  
（ 利害関係者の範囲）  

第５ 条 本要綱でいう 利害関係者と は、 当該許可等の申請の敷地（ 以下「 申請敷
地」 と いう 。 ） の境界から 周囲５ ０ メ ート ル以内の居住者、 建物所有者及び土
地所有者を いう 。 ただし 、 次に掲げる 者に該当する 場合は、 こ の限り でない。 

 ( 1)  周囲５ ０ メ ート ル以内に当該用途地域以外の用途地域があり 、 かつ、 その
用途地域において禁止さ れていない用途に供する 建築物に係る 許可等の申
請の場合のその用途地域内の者 

 ( 2)  法第４ ８ 条第１ 項から 第１ ０ 項ま でのただし 書の許可の申請で、周囲５ ０
メ ート ル以内に鉄道、 河川又は幅員１ ０ メ ート ル以上の公共用道路があり 、
かつ、交通量が激し く 騒音が著し い等の理由によ り 利害関係人と し て意見の
聴取を する 必要がないと 認めら れた場合の申請敷地から 見て鉄道、河川又は
公共用道路の反対側の部分の者 

（ 中高層建築物）  
第６ 条 許可等の申請に係る 建築物が、前橋市中高層建築物等に関する 指導要綱

第２ 条第１ 号の中高層建築物等に該当する 場合は、 同要綱も 併せて適用する 。 
（ 包括同意基準）  

第７ 条 市長は、 建築審査会の了承を 得たう えで、 建築審査会の同意を 既に得て
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いる も のと し て許可する こ と ができ る 基準（ 以下「 包括同意基準」 と いう 。 ）
を 定める こ と ができ る 。 こ の場合において、 包括同意基準によ り 許可を し たと
き は、 建築審査会に報告し なければなら ない。  
（ 許可等の条件）  

第８ 条 許可等に当たっては、 交通面の配慮、 公害対策、 市街地環境への配慮等
について、 相当の条件を 付し て許可等を する こ と ができ る 。  
（ 公開空地の税の減免）  

第９ 条 前橋市市税条例（ 昭和２ ６ 年前橋市条例第３ ０ ２ 号） 第７ １ 条第１ 項第
２ 号の規定によ り 、法第５ ９ 条の２ 第１ 項の規定によ る 許可に係る 公開空地部
分の固定資産税の減免を 受けよ う と する 者は、同条例第７ １ 条第２ 項の規定に
基づく 申請書を 市長に提出する こ と ができ る 。  

 
第３ 章 許可基準 

第１ 節 法第４ ３ 条第２ 項第２ 号の許可 
（ 運用）  

第１ ０ 条 省令第１ ０ 条の３ 第４ 項に定める 基準に基づき 行う 許可は、次条から
第１ ３ 条ま でに定める それぞれの基準に適合する 場合に行う も のと する 。  

２  申請敷地が法第５ ２ 条第１ ０ 項の規定に該当する 場合における 許可の基準
は、 第１ ８ 条第１ 項のと おり と する 。  
（ 省令第１ ０ 条の３ 第４ 項第１ 号に係る 許可基準）  

第１ １ 条 省令第１ ０ 条３ 第４ 項第１ 号に規定する 基準に基づき 行う 許可は、次
の各号のいずれにも 適合する 場合に行う も のと する 。 こ の場合において、 容積
率及び道路斜線制限は、空地等を 介し て接する 法第４ ２ 条に規定する 道路を 前
面道路と し て適用する 。  
( 1)  申請敷地が公共団体等で管理し ている 空地等に２ メ ート ル以上接し てい

る こ と 又は現に通行が可能である こ と 。 ただし 、 群馬県建築基準法施行条例
（ 昭和５ ８ 年群馬県条例第１ ５ 号。 以下「 県条例」 と いう 。 ） によ り 接道に
係る 規制がある 場合は、 その数値以上と する 。  

( 2)  空地等が法第４ ２ 条に規定する 道路に接し 、 安定的・ 日常的に利用可能な
状況にあり 、 当該空地等を 経由し て道路に避難でき る こ と 。  

２  包括同意基準に基づき 行う 許可は、 前項に適合する と と も に、 次の各号のい
ずれにも 適合する 場合に行う も のと する 。  
( 1)  管理者の通行に係る 許可又は同意若し く は承諾がある こ と 。  
( 2)  既存の２ 階建て以下の一戸建ての住宅の増改築である こ と 又は空地等の

利用目的に適合する 建築物である こ と 。  
（ 省令第１ ０ 条の３ 第４ 項第２ 号に係る 許可基準）  

第１ ２ 条 省令第１ ０ 条の３ 第４ 項第２ 号に規定する 基準に基づき 行う 許可は、
次の各号のいずれにも 適合する 場合に行う も のと する 。 こ の場合において、 容
積率及び道路斜線制限は、 道を 前面道路と し て適用する 。  
( 1)  道が法第４ ２ 条第１ 項に該当せず、公共機関が築造及び管理する も のであ

る こ と 。  
( 2)  道が道路と 同等の機能を 有し 、 安定的・ 日常的に利用可能な状況である こ

と 。  
( 3)  申請敷地が道に２ メ ート ル以上接する こ と 。 ただし 、 県条例によ り 接道に

係る 規制がある 場合は、 その数値以上と する 。  
２  包括同意基準に基づき 行う 許可は、 前項に適合する と と も に、 道の管理者の

通行に係る 許可又は同意若し く は承諾がある 場合に行う も のと する 。  
（ 省令第１ ０ 条の３ 第４ 項第３ 号に係る 許可基準）  

第１ ３ 条 省令第１ ０ 条の３ 第４ 項第３ 号に規定する 基準に基づき 行う 許可は、
次の各号のいずれにも 適合する 場合に行う も のと する 。 こ の場合において、 容
積率及び道路斜線制限は、 河川法（ 昭和３ ９ 年法律第１ ６ ７ 号） によ る 河川、
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指定外道路又は官地等の公共用地（ 以下「 河川等」 と いう 。 ） を 介し た道路を
前面道路と し て適用する 。  
( 1)  申請敷地と 道路と の間に河川等がある も のである こ と 。  
( 2)  申請敷地が河川等に接する 幅及び河川等又は河川等と 通路状の敷地を 横

断し て敷地から 道路に通じ る 通路の幅は、 ２ メ ート ル以上と する 。 ただし 、
県条例によ り 接道に係る 規制がある 場合は、 その数値以上と する 。  

２  包括同意基準に基づき 行う 許可は、 前項に適合する と と も に、 次の各号のい
ずれにも 適合する 場合に行う も のと する 。  
( 1)  河川等の管理者の通行に係る 許可又は同意若し く は承諾がある こ と 。  
( 2)  一軒のみが接する 敷地と 道路を 結ぶ形の指定外道路である 場合は、既存の

２ 階建て以下の一戸建ての住宅の増改築である こ と 。  
 

第２ 節 法第４ ４ 条第１ 項第４ 号の許可 
（ 基準）  

第１ ４ 条 法第４ ４ 条第１ 項第４ 号の規定によ る 許可に係る 建築物及び工作物
の用途が、次の各号のいずれかに該当する 場合は、当該各号の基準を 適用する 。 
( 1)  アーケード  昭和３ ０ 年２ 月１ 日付け国消発第７ ２ 号・ 発住第５ 号・ 警察

庁発備第２ 号（ アーケード の取扱について（ 通達） ） の定める と こ ろによ り
取り 扱う も のと する 。  

( 2)  道路の上空に設ける 通路 昭和３ ２ 年７ 月１ ５ 日付け発住第３ ７ 号・ 国消
発第８ ６ ０ 号・ 警察庁乙備発第１ ４ 号（ 道路の上空に設ける 通路の取扱等に
ついて（ 通知） ） の定める と こ ろ によ り 取り 扱う も のと する 。  

( 3)  建築物の屋上部を 連結する 通路 昭和４ ６ 年１ ０ 月１ １ 日付け道政発第
１ ０ ７ 号（ 建築物の屋上部を 連結する 通路の取扱いについて（ 通知） ） の定
める と こ ろ によ り 取り 扱う も のと する 。  

 
第３ 節 法第４ ８ 条第１ 項から 第１ ４ 項ま でのただし 書の許可 

（ 都市計画と の整合性）  
第１ ５ 条 法第４ ８ 条第１ 項から 第１ ４ 項ま でのただし 書の規定によ る 許可（ 法

第８ ７ 条第２ 項及び第３ 項並びに第８ ８ 条第２ 項において準用する 場合を 含
む。 ） は、 都市計画と の整合を 考慮し 、 当該申請に係る 建築物及び申請敷地が
次の各号のいずれかに該当し ている 場合に行う も のと する 。  
( 1)  許容の用途地域に隣接し ている こ と 。  
( 2)  許容さ れる 用途地域に変更さ れる こ と が確実である こ と 。  
( 3)  当該用途地域が既に別の用途地域の形態を 示し ており 、周辺の環境から 見

て支障がないと 認めら れる こ と 。  
( 4)  公共上又は公益上必要な建築物で、周辺地域の環境を 害する おそれがない

と 認めら れる こ と 。  
( 5)  前各号に定める も ののほか、 都市計画上支障がないと 認めら れる こ と 。  

２  前項に定める も ののほか、 大規模な集客施設に係る 法第４ ８ 条第６ 項、 第７
項、 第１ ２ 項及び第１ ４ 項のただし 書の規定によ る 許可については、 平成１ ８
年１ １ 月６ 日付け国都計第８ ２ 号・ 国住街第１ ６ １ 号（ 都市の秩序ある 整備を
図る ための都市計画法等の一部を 改正する 法律によ る 都市計画法及び建築基
準法の一部改正について（ 技術的助言） ） の定める と こ ろ によ り 取り 扱う も の
と する 。  
（ 用途地域適合性）  

第１ ６ 条 法第４ ８ 条第１ 項から 第１ ３ 項ま でのただし 書の規定によ る 許可（ 法
第８ ７ 条第２ 項及び第３ 項並びに第８ ８ 条第２ 項において準用する 場合を 含
む。 ） に係る 建築物が別表第２ のいの欄に掲げる 用途地域にある 場合は、 当該
建築物は、 次の各号のいずれにも 該当する も のでなければなら ない。  
( 1)  当該建築物に係る 計画が都市計画法（ 昭和４ ３ 年法律第１ ０ ０ 号） 第９ 条
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に規定する 当該用途地域の主旨を 損なわない範囲のも のである こ と 。  
( 2)  別表第２ のろ の欄に掲げる 用途地域に係る 基準に適合し ている こ と 。  
( 3)  当該建築物の規模が当該用途地域において規制する 規模の基準よ り 著し  

く 大き いも のではないこ と 。  
( 4)  別表第２ の（ 五） から （ 七） 、 （ 九） 及び（ 十） に掲げる 用途地域にあっ

ては、 同表のはの欄に掲げる 条件に適合し ている こ と 。  
２  前項の規定は、 次の各号に該当する も のは、 それぞれの定める と こ ろ によ り

取り 扱う 。  
( 1)  公共上又は公益上必要な建築物で、 周辺地域の環境を 害する おそれがない

と 認めら れる 場合は、 前項第２ 号及び第３ 号の規定は適用し ない。  
( 2)  法第４ ８ 条第１ 項から 第１ ３ 項ま での規定に不適合な既存不適格建築物

又はその履歴があ っ たも の若し く は法第４ ８ 条た だし 書き 許可によ り 建築
し た建築物の増改築及び建替え等で、 周辺地域の環境を 害する おそれがない
と 認めら れる 場合は、 前項第２ 号及び第３ 号の規定は適用し ない。 ただし 、
その規模は基準時（ 法施行令第１ ３ ７ 条に規定する も の） 又は従前と 同等の
範囲内ま でと する 。  

( 3)  公共事業の施行に伴い、 やむを 得ず建替え及び移転等する も ので、 周辺に
対する 影響が少ないと 認めら れる 場合は、 前項第２ 号及び第３ 号の規定は適
用し ない。 ただし 、 その規模は従前と 同等の範囲内ま でと する 。  

( 4)  第４ 項又は第５ 項に掲げる 建築物の用途に該当する も のについては、 前項
第２ 号の規定は適用し ない。  

３  法第４ ８ 条第１ 項から 第１ ３ 項ま でのただし 書の規定によ る 許可（ 法第８ ７
条第２ 項及び第３ 項並びに第８ ８ 条第２ 項において準用する 場合を 含む。 ） に
係る 建築物が別表第３ のいの欄に掲げる 用途地域にある 場合は、当該建築物は、
同表のろ の欄に掲げる 条件に適合する と と も に、第１ 項第１ 号及び第３ 号のい
ずれにも 該当する も のでなければなら ない。  

４  法第４ ８ 条第１ 項から 第６ 項ま でのただし 書の規定によ る 許可に係る 建築
物の用途が自動車車庫の場合における 当該許可の基準は、別紙１ のと おり と す
る 。  

５  法第４ ８ 条第５ 項から 第７ 項ま でのただし 書の規定によ る 許可に係る 建築
物の用途が自動車修理工場の場合における 当該許可の基準は、平成５ 年６ 月２
５ 日付け建設省住街発第９ ５ 号（ 自動車修理工場に係る 建築基準法第４ ８ 条第
５ 項から 第７ 項ま での規定に関する 許可の運用について（ 通知） ） 及び平成２
４ 年３ 月３ １ 日付け国住街第２ ５ ７ 号（ 自動車修理工場の立地に関する 建築基
準法第４ ８ 条の規定に基づく 許可の運用について（ 技術的助言） ） の定める と
こ ろ によ り 取り 扱う も のと する 。  

 
第４ 節 法第５ １ 条ただし 書の許可 

（ 基準）  
第１ ７ 条 法第５ １ 条ただし 書の規定によ る 許可（ 法第８ ７ 条第２ 項及び第３ 項

並びに第８ ８ 条第２ 項において準用する 場合を 含む。 ） は、 第３ 項から 第１ ６
項ま での基準のいずれにも 適合する 場合に行う も のと する 。 ただし 、 周辺地域
の生活環境等に配慮がなさ れている と 認めら れる 場合は、 こ の限り でない。  

２  前項の規定にかかわら ず、 法第３ 条第２ 項の規定によ り 、 既存不適格建築物
と なっ ている 施設の増築又は用途変更に係る 許可の場合は、次項から 第５ 項ま
で及び第７ 項の規定によ る 基準は、 適用し ない。  

３  市街化区域及び市街化区域と 市街化調整区域と の区分（ 以下「 区域区分」 と
いう 。 ） のない区域で、 用途地域が定めら れた区域にあっ ては、 準工業地域又
は工業地域若し く は工業専用地域にある こ と 。ただし 、準工業地域にあっ ては、
法第３ 条第２ 項の規定によ り 既存不適格と なっ ている 施設又は法第５ １ 条た
だし 書き によ る 許可を 受けている 施設に係る 許可の場合に限る 。  
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４  市街化調整区域及び区域区分のない区域で、用途地域が定めら れていない区
域にあっ ては、 申請敷地が次の各号のいずれかに該当し 、 かつ、 住居系用途地
域、商業系用途地域又は準工業地域の境界及び市街化調整区域内でおおむね５
０ 戸以上の建築物がおおむね５ ０ メ ート ル以内の間隔で連たんする 区域の境
界から 、 おおむね１ ０ ０ メ ート ル以上離れており 、 周辺の環境等から 見て支障
がないこ と 。  
( 1)  工業地域又は工業専用地域に隣接し ている こ と 。  
( 2)  既に周辺が同種の土地利用の形態を 有し ている こ と 。  

（ 3） 周辺の建築物の建ち並び状況等から 見て 支障がないこ と 。  
５  都市計画道路等都市計画施設と の位置関係が適切である こ と 。  
６  前橋市都市計画マス タ ープラ ンにおいて、将来的に住居及び商業系の市街化

区域への編入又は用途地域の定めが予想さ れない場所である こ と 。  
７  学校、 図書館、 児童福祉施設、 老人福祉施設、 社会福祉施設、 医療施設、 都

市公園その他こ れら に類する 施設に係る 土地の境界から 、申請敷地の境界ま で
の距離がおおむね１ ０ ０ メ ート ル以上離れている こ と 。 ま た、 施設計画に関係
する 法令等において別途距離の定めがある 場合は、 併せて適用する 。  

８  自然環境の保全を 図る 必要のある 地域等で、次に掲げる 区域等を 含ま ないこ
と 。  
( 1)  自然公園法（ 昭和３ ２ 年法律第１ ６ １ 号） 第５ 条の規定によ り 指定さ れ

た国立公園又は国定公園の区域 
( 2)  自然環境保全法（ 昭和４ ７ 年法律第８ ５ 号） 第１ ４ 条の規定によ り 指定

さ れた原生自然環境保全地域及び同法第２ ２ 条の規定によ り 指定さ れた自
然環境保全地域並びに群馬県自然環境保全条例（ 昭和４ ８ 年群馬県条例第
２ ４ 号） 第１ ２ 条の規定によ り 指定さ れた県自然環境保全地域及び同条例
第２ １ 条の規定によ り 指定さ れた緑地環境保全地域 

( 3)  鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する 法律（ 平成１ ４ 年法律第８ ８ 号）
第２ ８ 条第１ 項の規定によ り 指定さ れた鳥獣保護区 

( 4)  都市緑地法（ 昭和４ ８ 年法律第７ ２ 号） 第１ ２ 条第１ 項の規定によ り 定
めら れた特別緑地保全地区 

( 5)  都市計画法第９ 条第２ １ 項の規定によ り 定めら れた風致地区 
( 6)  景観法（ 平成１ ６ 年法律第１ １ ０ 号） 第６ １ 条第１ 項の規定によ り 定め

ら れた景観地区 
９  災害防止等のために保全を 図る 必要のあ る 地域等で、 次に掲げる 区域を 含

ま ないこ と 。  
( 1)  森林法（ 昭和２ ６ 年法律第２ ４ ９ 号） 第２ ５ 条の規定によ り 指定さ れた

保安林の区域及び同法第４ １ 条の規定によ り 指定さ れた保安施設地区 
( 2)  砂防法（ 明治３ ０ 年法律第２ ９ 号） 第２ 条の規定によ り 指定さ れた土地

の区域 
( 3)  地すべり 等防止法（ 昭和３ ３ 年法律第３ ０ 号） 第３ 条第１ 項の規定によ

り 指定さ れた地すべり 防止区域 
( 4)  急傾斜地の崩壊によ る 災害の防止に関する 法律（ 昭和４ ４ 年法律第５ ７

号） 第３ 条第１ 項の規定によ り 指定さ れた急傾斜地崩壊危険区域 
( 5)  河川法第６ 条第１ 項各号に規定する 河川区域 
( 6)  土砂災害警戒区域等における 土砂災害防止対策の推進に関する 法律（ 平成

１ ２ 年法律第５ ７ 号） 第６ 条第１ 項の規定によ り 指定さ れた土砂災害警戒区
域及び同法第８ 条第１ 項の規定によ り 指定さ れた土砂災害特別警戒区域 

１ ０  申請敷地から 幹線道路ま での搬出入等の経路は、次の各号のいずれにも 適
合する も のである こ と 。  
( 1)  増加が予想さ れる 交通量及び使用する 車両等に対応し た適切な道路幅員

を 有する こ と 。  
( 2)  可能な限り 、 通学路や住宅地を 避ける など 適切である こ と 。 やむを えず重
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複する 場合は、歩行者及び自転車の安全な通行に配慮さ れたも のである こ と 。 
１ １  車両の出入口は、 交通安全上支障がない位置及び構造と する こ と 。  
１ ２  申請敷地周辺の交通に影響を 及ぼさ ないよ う 、敷地内に搬出入車両の作業

ス ペース 等を 設ける こ と 。 ま た、 必要に応じ 、 施設利用者及び従業員のための
駐車場を 確保する こ と 。  

１ ３  必要に応じ 、 緩衝緑地、 緑地帯など が設けら れている こ と 。  
１ ４  前橋市景観条例（ 平成２ ２ 年前橋市条例第１ ５ 号） 及び前橋市景観計画に

基づき 景観に配慮し た計画である こ と 。  
１ ５  環境基準、 大気保全、 水質保全、 土壌保全、 騒音、 振動、 地盤沈下、 悪臭、

廃棄物処理、自然保護、災害防止等に係る 関係法令を 遵守する と と も に、環境・
公害防止対策に十分配慮する こ と 。  

１ ６  第５ 条で規定する 利害関係者及び必要に応じ て周辺住民等に当該計画等
を 説明し 、 理解を 得る よ う 努める こ と 。  

 
第５ 節 法第５ ２ 条第１ ０ 項及び同条第１ ４ 項の許可 

（ 基準）  
第１ ８ 条 法第５ ２ 条第１ ０ 項の規定によ る 許可の基準は、昭和５ ９ 年４ 月１ ９

日付け住街発第３ ３ 号（ 建築基準法第５ ２ 条第４ 項の許可準則に関する 技術基
準について（ 通達） ） の定める と こ ろ によ り 取り 扱う も のと する 。  

２  計画建築物及び工作物の用途が、法第５ ２ 条第１ ４ 項第１ 号の規定に該当す
る 場合の許可の基準は、 平成２ ３ 年３ 月２ ５ 日付け国住街第１ ８ ８ 号（ 建築基
準法第５ ２ 条第１ ４ 項第１ 号の規定の運用等について（ 技術的助言） ） の定め
る と こ ろ によ り 取り 扱う も のと する 。  

 
第６ 節 法第５ ６ 条の２ 第１ 項ただし 書の許可 

（ 基準）  
第１ ９ 条 法第５ ６ 条の２ 第１ 項ただし 書の規定によ る 許可の対象は、実際の日

影が周囲の居住環境を 害する おそれがなく 、次の各号のいずれかに該当する 場
合と する 。  
( 1)  不適格な日影を 生じ さ せる 土地が、 高圧送電線用の鉄塔敷、 変電所内にあ

る 変電施設用地その他こ れら に類する も ので、将来においても こ れら 以外の
利用に供さ れる 可能性がないと 判断さ れる も の 

( 2)  学校、 病院の敷地等で、 建築物の平均地盤面と 実際に日影を 生じ る 地盤面
と の間に著し い高低差を 生じ る ため、不適格な日影を 生じ さ せる こ と と なる
が、 日影規制を そのま ま 適用する こ と が不合理である と 認めら れる も の 

( 3)  敷地境界線から の水平距離が１ ０ メ ート ルを 超える 範囲の部分に不適格
な日影を 生じ さ せる が、 敷地の周囲の土地の利用状況によ り 、 他の建築物に
よ る 日影時間の増加を 生じ さ せる こ と がなく 、実質的に隣地の目標日照時間
を 余裕を も っ て確保でき る も の 

( 4)  既存不適格建築物において、 増築等（ 増築、 移転、 大規模の修繕及び模様
替を いう 。 以下同じ ） を 行う 場合で、 当該増築等によ っ て生じ る 新たな目標
日照時間の悪化を も たら さ ない等日影の影響が軽易なも の 

２  法第５ ６ 条の２ 第１ 項ただし 書の規定によ る 許可の申請を する 者は、日影規
制値を 超える 対象者（ 土地所有者、 土地占有者、 家屋所有者及び家屋占有者を
いう 。 ） に日照時間等を 説明し 、 理解を 得る よ う 努める こ と 。 ま た、 その結果
を 報告する も のと する 。  

３  包括同意基準に基づき 行う 許可は、 第１ 項第４ 号に適合する と と も に、 次の
各号のいずれにも 適合する 場合に行う も のと する 。  
( 1)  増築等の単独日影の等時間日影（ 法に定めた５ メ ート ル規制値又は１ ０ メ

ート ル規制値のそれぞれの日影を いう 。 ） が日影規制に適合する こ と 。  
( 2)  既存建築物の等時間日影の不適格部分よ り 、 新たな複合日影（ 既存建築物
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と 計画建築物の日影を 複合し た等時間日影を いう 。 ） によ る 不適格な等時間
日影が増加し ないこ と 。  

 
第７ 節 法第５ ９ 条の２ 第１ 項の許可 

（ 許可方針）  
第２ ０ 条 総合設計に係る 許可は、 法に定める ほかよ り よ い街づく り の観点、 建

築群と し ての防災性、周囲の土地の状況等を 勘案し 総合的判断に基づいて行う
も のと する 。  
（ 基準）  

第２ １ 条 法第５ ９ 条の２ 第１ 項の規定によ る 許可の基準は、原則と し て、平成
２ ３ 年３ 月２ ５ 日付け国住街第１ ８ ６ 号（ 建築基準法第５ ９ 条の２ の規定の運
用について（ 通知） ） の定める と こ ろ によ り 取り 扱う も のと する 。  

２  絶対高さ 制限、 道路斜線制限等に関する 緩和を する 場合においても 、 第１ 項
の基準に規定する 公開空地を 確保する も のと する 。  

 
第８ 節 その他 

 （ その他）  
第２ ２ 条 こ の要綱で基準を 定めていない許可等については、都市計画上の支障

の有無、 公共性、 公益性、 交通面の配慮、 公害対策、 市街地環境への配慮、 関
係法令と の適合性、 安全性等を 勘案し 、 許可等を する こ と ができ る 。  

２  許可等に関する 通知、 通達及び技術的助言等（ 以下、 「 技術的基準等」 と い
う ） が国土交通省から 別途定めら れた場合は、 当該基準等に基づいて、 許可等
を する こ と ができ る 。  

３  許可等に関する 技術的基準等については、法改正によ る 条文の読み替えを 行
い、 適切に運用する も のと する 。  

 
附 則 

こ の要綱は、 平成１ ５ 年４ 月１ 日から 施行する 。  
附 則 

こ の要綱は、 平成１ ６ 年７ 月１ 日から 施行する 。  
  附 則 
こ の要綱は、 平成２ １ 年４ 月１ 日から 施行する 。  
  附 則 
こ の要綱は、 平成２ ３ 年４ 月１ 日から 施行する 。  
  附 則 
こ の要綱は、 平成２ ４ 年４ 月１ 日から 施行する 。  

附 則 
こ の要綱は、 平成２ ８ 年４ 月１ 日から 施行する 。  

附 則 
１  こ の要綱は、 平成３ １ 年１ 月１ 日から 施行する 。  
２  こ の要綱の施行前に許可等に係る 事前協議又は申請がな さ れたも のの基

準及び手続については、 なお従前の例によ る 。  
 附 則 

１  こ の要綱は、 令和４ 年１ 月１ 日から 施行する 。  
２  こ の要綱の施行前に許可等に係る 事前協議又は申請がな さ れたも のの基

準及び手続については、 なお従前の例によ る 。  
 附 則 

こ の要綱は、 令和７ 年４ 月１ 日から 施行する 。  
 
 

 



 - 8 -

参考－ 
都市計画法 
第九条 第一種低層住居専用地域は、低層住宅に係る 良好な住居の環境を 保護す

る ため定める 地域と する 。  
２  第二種低層住居専用地域は、主と し て低層住宅に係る 良好な住居の環境を

保護する ため定める 地域と する 。  
３  第一種中高層住居専用地域は、中高層住宅に係る 良好な住居の環境を 保護

する ため定める 地域と する 。  
４  第二種中高層住居専用地域は、主と し て中高層住宅に係る 良好な住居の環

境を 保護する ため定める 地域と する 。  
５  第一種住居地域は、 住居の環境を 保護する ため定める 地域と する 。  
６  第二種住居地域は、主と し て住居の環境を 保護する ため定める 地域と する 。 
７  準住居地域は、道路の沿道と し ての地域の特性にふさ わし い業務の利便の

増進を 図り つつ、こ れと 調和し た住居の環境を 保護する ため定める 地域と す
る 。  

８  田園住居地域は、 農業の利便の増進を 図り つつ、 こ れと 調和し た低層住
宅に係る 良好な住居の環境を 保護する ため定める 地域と する 。  

９  近隣商業地域は、近隣の住宅地の住民に対する 日用品の供給を 行う こ と を
主たる 内容と する 商業その他の業務の利便を 増進する ため定める 地域と す
る 。  

１ ０  商業地域は、主と し て商業その他の業務の利便を 増進する ため定める 地
域と する 。  

１ １  準工業地域は、主と し て環境の悪化を も たら すおそれのない工業の利便
を 増進する ため定める 地域と する 。  

１ ２  工業地域は、 主と し て工業の利便を増進する ため定める 地域と する 。  
１ ３  工業専用地域は、 工業の利便を 増進する ため定める 地域と する 。  
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別表第１

記
号

条項 規定内容

申
請
理
由
書

日
影
図

流
末
処
理
施
設
図
等

利
害
関
係
者
位
置
図

同
意
書
（

利
害
関
係
者
）

協
議
報
告
書
（

利
害
関
係
者
）

設
備
機
械
・
収
納
施
設
等
配
置
図

設
備
機
械
・
収
納
施
設
等
一
覧
表

手
続
省
略
通
知
写
し

設
置
協
議
終
了
通
知
書
写
し

公
害
関
係
調
査
報
告
書

占
用
許
可
書
写
し

開
発
許
可
書
写
し

用
途
地
域
図

周
辺
状
況
図

1 認 ３条１項４号 保存建築物原形再現 □ □
5 認 ４２条２項 二項道路中心後退距離特例 □ □
6 許 ４３条２項２号 接道規定 □ □ □
7 許 ４４条１項２号 道路内建築制限特例（公益） □ □
8 認 ４４条１項３号 道路内建築制限特例 □ □
9 許 ４４条１項４号 道路内建築制限特例（公共歩廊等） □ □

10 許 ４７条ただし書 壁面線建築制限特例 □ □
11 許 ４８条１～１３項ただし書 用途地域制限特例 □ □ □ □ □ □ □ □
12 許 ４９条１項 特定業務地区建築条例制限緩和 □ □ □ □
13 許 ５１条ただし書き 特殊建築物位置規制特例 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
14 許 ５２条７、８、１１項 容積率規制特例 □
15 許 ５３条４項３号 建蔽率規制特例 □
16 許 ５４条の２、１項２号 一低建築面積規制 □ □ □
17 認 ５５条２項 一低高さ制限特例 □ □ □ □
18 許 ５５条３項１・２号 一低高さ制限特例 □ □ □
19 許 ５６条２、１項ただし書 日影規制特例 □ □ □ □ □
20 認 ５７条１項 高架上建築物高さ制限特例 □ □
21 許 ５７条の２、３項 高層住居誘導地区建築面積特例 □ □ □
22 許 ５９条１項３号、４項 高度利用地区内建築規制特例 □ □ □
23 許 ５９条の２、１項 総合設計制度許可 □ □ □
24 許 ６８条の２、１項 地区計画条例公益建築物制限緩和 □ □ □ □ □ □
25 認 ６８条の３、１・４・５項 地区計画建築制限特例 □ □
26 認 ６８条の４、１・２・３項 住宅高度利用地区内建築規制特例 □ □ □
27 許 ６８条の４、４項 住宅高度利用地区内建築規制特例 □ □ □ □ □
28 認 ６８条の５、１項 再開発地区計画地域内規制特例 □ □ □
29 許 ６８条の５、２項 再開発地区計画地域内規制特例 □ □ □ □ □
30 許 ６８条の７、５項 地区計画内予定道路規制 □
32 許 ８５条３項 非常災害仮設建築物期間延長特例 □
33 許 ８５条４項 仮設建築物特例 □
34 認 ８６条１項 総合的設計一団地認定 □ □ □
35 認 ８６条２項 既存建築物含総合的設計一団地認定 □ □ □
36 認 ８６条の２、１項 同一敷地内建築物以外建築物認定 □ □ □
37 認 ８６条の５、１項 複数建築物の認定取消 □
38 認 ８６条の６、２項 一団地住宅施設制限緩和 □ □ □

用途変更の用途地域制限緩和 □ □ □ □ □ □ □ □
用途変更の位置規制特例 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
工作物の用途地域規制緩和 □ □ □ □ □ □ □ □
工作物の位置規制特例 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

41 認 令１３１条の２、２・３項 みなし前面道路特例 □ □
42 認 令１１５条の２、１項４号 防火壁免除認定 □ □

39 許 ８７条２・３項

40 許 ８８条２項
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別表第２　許可可能な建築物の用途（１）
い ろ

第二種低層住居専用地域

第一種中高層住居専用地域

第一種中高層住居専用地域

第二種中高層住居専用地域

第二種中高層住居専用地域

第一種住居地域

第一種住居地域

第二種住居地域

第二種住居地域

準住居地域

近隣商業地域

準住居地域

近隣商業地域

第二種低層住居専用地域

第一種中高層住居専用地域

商業地域

準工業地域

別表第３　許可可能な建築物の用途（２）
い

準工業地域

は

（一） 第一種低層住居専用地域 －

（二） 第二種低層住居専用地域 －

（三） 第一種中高層住居専用地域 －

（四） 第二種中高層住居専用地域 －

（五） 第一種住居地域

工場にあっては、学校、図書館、病院、患者の収容施設のある
診療所、身体障害者施設、幼稚園、保育所、老人福祉施設、公

園、上水道水源施設からおおむね１００メートル以上の距離を有

すること。
（六） 第二種住居地域

（七） 準住居地域 近隣商業地域

（八） 田園住居地域 －

（九） 近隣商業地域
工場にあっては、学校、図書館、病院、患者の収容施設のある

診療所、身体障害者施設、幼稚園、保育所、老人福祉施設、公

園、上水道水源施設からおおむね１００メートル以上の距離を有

すること。（十） 商業地域 準工業地域

ろ

（一） 周辺に悪影響を及ぼさないと認められるものであること。

（二） 工業地域

混合的形態をしている地区で申請建築物に対する危険がないと認められるもの。

地域内の社会活動に関連して直接利益、利便を与えるもので、かつ、工業の利便上必要と認められ

るもの。

（三） 工業専用地域

混合的形態をしている地区で申請建築物に対する危険がないと認められるもの。

地域内の社会活動に関連して直接利益、利便を与えるもので、かつ、工業の利便を害するおそれが

ないと認められるもの。



別紙１  

 

 自動車車庫に係る建築基準法第４ ８ 条第１ 項から第６ 項までの規定に関する許可基準 

第一 許可方針 

第１ 種低層住居専用地域、 第２ 種低層住居専用地域、 第１ 種中高層住居専用地域、 第２ 種中高

層住居専用地域、 第１ 種住居地域又は第２ 種住居地域において良好な住居の環境の確保を図り つ

つ、 居住者等が利用する自動車車庫の建築を促進するため、 第二の許可基準の１ から ３ までのい

ずれかに適合し、 住居の環境を害するおそれがないと 認められる自動車車庫については、 許可制

度の積極的活用を図るも のと するこ と 。  

第二 許可基準 

１  建築物に附属する自動車車庫にあっては、 次に掲げる条件に該当するも のであるこ と 。  

(1) 当該自動車車庫の床面積の合計及び階が、 用途地域に応じて次に掲げると こ ろによるこ と 。  

イ  第１ 種低層住居専用地域又は第２ 種低層住居専用地域にあっては、 床面積の合計が１ ， ５ ０

０ ㎡以下であり 、 かつ１ 階以下の部分にあるこ と 。  

ロ 第１ 種中高層住居専用地域又は第２ 種中高層住居専用地域にあっては、 ２ 階以下の部分にあ

るこ と 。  

ハ 第１ 種住居地域又は第２ 種住居地域にあっては、 ３ 階以下の部分にあるこ と 。  

(2) 当該自動車車庫の床面積の合計が、 自動車車庫部分（ 工作物を含む） を除いた建築物の延べ面

積以内であるこ と 。  

  ただし、 当該自動車車庫の床面積の合計及び階が、 第二の許可基準２ の(1)のイから ハまでのい

ずれかに該当する場合はこ の限り ではない。  

(3) 次のイ又はロ のいずれかに該当するものであること 。  

イ  当該建築物の居住者が保有する自動車の保管を目的と する自動車車庫にあっては、 その規模

が住戸の規模及び戸数を勘案して適切なも のであるこ と 。  

ロ イに掲げる自動車車庫以外の自動車車庫にあっては、 当該建築物の規模及び用途、 敷地の周

囲の土地利用の状況、 周囲の道路の整備状況等から 判断して当該規模の自動車車庫の確保が必

要であると 認めら れるこ と 。  

(4) 当該自動車車庫の敷地の位置及び道路と の関係、 構造等が次の条件に該当するこ と 。  

イ  騒音 

周囲に対する騒音の低減を図るため、 敷地内の建築物の配置を踏まえた適切な配置、 地階へ

の設置等を行う こ と 。 こ れら の対応が困難な場合にあっては遮音壁の設置等を行う こ と 。  

ロ ライト グレア 

光が周囲の建築物に頻繁に当たるこ と のないよう にするため、 敷地内の建築物の配置を踏ま

えた適切な配置、 地階への設置等を行う こ と 。 こ れらの対応が困難な場合にあっては、 植栽、

目かく し板の設置等を行う こ と 。  

 ハ 排気ガス 



   排気ガスを排出するための換気孔等を設ける場合には、 適切な位置に換気孔を設置する等に

より 、周囲に害を及ぼさ ないよう 配慮するこ と 。こ れらの対応が困難な場合にあっては、植栽、

塀の設置等を行う こと 。  

 

 ニ 接道条件 

① 出入口は、 交差点の近接部、 急勾配の道路、 バス停の近接部等自動車の出入り が道路交通

の支障と なる場所又は自動車の出入り が困難な場所に設けないこ と と し 、 極力周囲の居住環

境や道路交通に対する影響が少ない場所に設けること 。  

  ② 自動車車庫の規模、自動車の出入り の頻度の相違に応じ、適切な幅員の道路に接すること 。  

  ③ 自動車車庫と 道路と の間には、 自動車が停車又は転回するこ と ができると と も に、 自動車

車庫に出入り する自動車から前面道路の通行の見通しができるよう にするため、 適切な空地

の確保等を図るこ と 。  

 ホ その他 

   自動車車庫の形態及び意匠は周囲の居住環境と 調和するも のと なるよう 指導するこ と 。  

２  建築物に附属しない独立の自動車車庫にあっては、次に掲げる条件に該当するも のであるこ と 。 

(1) 当該自動車車庫の床面積の合計及び階が、 用途地域に応じて次に掲げると こ ろによるこ と 。  

イ  第１ 種低層住居専用地域又は第２ 種低層住居専用地域にあっては、 床面積の合計が３ ０ ０ ㎡

以下であり 、 かつ１ 階以下の部分にあるこ と 。  

 ロ  第１ 種中高層住居専用地域又は第２ 種中高層住居専用地域にあっては、 床面積の合計が１ ，

５ ０ ０ ㎡以下であり 、 かつ２ 階以下の部分にあるこ と 。  

 ハ 第１ 種住居地域又は第２ 種住居地域にあっては、 床面積の合計が１ ， ５ ０ ０ ㎡以下であり 、

かつ、 ３ 階以下の部分にあるこ と 。  

(2) 当該自動車車庫の敷地の周囲における自動車車庫の設置状況その他の土地利用の状況、交通の

状況、 周辺の道路の整備状況等から判断して当該規模の自動車車庫の確保が必要であると 認めら

れるこ と 。  

(3) 当該自動車車庫の敷地の周辺の居住者が保有する自動車の保管の目的で利用さ れるこ と が確

実であると 認められるこ と 。  

(4) １ (4)に掲げる条件に該当するも のであるこ と 。  

３  地区計画、 再開発地区計画、 １ 団地の総合的設計等の制度の活用により 計画的に開発さ れる区

域（ 原則と して、１ ｈ ａ 以上の面積を有する区域に限る。） において建築さ れる自動車車庫にあっ

ては、 次に掲げる条件に該当するも のである こと 。  

イ  当該自動車車庫の敷地の位置、 規模及び構造、 地域の土地利用に関する計画と の整合性、 公

共施設の整備の状況等から判断して適切と 認められるも のであるこ と 。  

ロ １ (4)に掲げる条件に該当するほか、 原則と して、自動車車庫又はその出入口が計画的に開発

さ れる区域の外に直接面するこ と のないよう に配置するこ と 。  

第三 自動車車庫の用途に供する工作物への適用 



１  自動車車庫の用途に供する工作物については、「 床面積の合計」 と あるのは「 築造面積」 と 読み

替えて第二の許可基準を適用するこ と 。 この場合において、 当該工作物の規模、 高さ 等が良好な

住居の環境を確保する観点から適切であるかどう かについて十分に検討するこ と 。  

２  同一敷地内に自動車車庫の用途に供する建築物と 自動車車庫の用途に供する工作物がある場合

については、「 床面積の合計」 と あるのは「 床面積の合計と 築造面積の和」 と 読み替えて第二の許

可基準を適用するこ と 。  



様式第１ 号（ 第３ 条関係）（ Ａ ４ ）  

 
 
 

事前協議書 

 
 
 
 
 前橋市建築基準法許可等に関する 要綱第３ 条第１ 項の規定によ り 、 建築基準法第  

条  第  項第  号の規定によ る 許認可申請に先立ち別添のと おり 事前協議を し ま

す。  

なお、 添付図書に記載の事項は、 事実に相違あり ま せん。  

 
 
 
 
   
 （ あて先） 特定行政庁（ 前橋市長）  

 
 
 
 
                               年  月  日 

 
 
                     申請者氏名            

 
 



様式第２ 号（ 第３ 条関係） （ Ａ ４ ）  
 
  
                           前建指 

                               年  月  日 
 
 

               様 
 
 

                           前橋市長 
                            
 
 

事 前 協 議 終 了 通 知 書 
 
 
 
 

     年  月  日付けで提出のあっ た建築基準法第  条第  項第  号の

規定によ る 許認可申請に係る 事前協議を 終了し たので、 前橋市建築基準法許可等に関す

る 要綱第３ 条第５ 項の規程に基づき 通知し ま す。  


